
議案第１９号 

 

京丹後市空家等対策の推進に関する条例の一部改正について 

 

京丹後市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 

令和８年２月２５日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）に規定される「管理不全空家等」などの空家対策の実効性を高

めるため、所要の改正を行うものである。 
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（別紙） 

京丹後市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例 

京丹後市空家等対策の推進に関する条例（平成２９年京丹後市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 管理不全空家等 法第１３条第１項に規定する管理不全空家等をいう。 

第５条第１項中「職員」の次に「又は委任した者」を加え、同条第２項中「職員」の次に「又は委任を受けた者」を加える。 

第８条中「法」の次に「第１３条第２項又は」を加え、「当該勧告に係る」の次に「管理不全空家等又は」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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京丹後市空家等対策の推進に関する条例(平成29年京丹後市条例第14号)新旧対照表 

現行 改正案 

京丹後市空家等対策の推進に関する条例 京丹後市空家等対策の推進に関する条例 

平成29年3月30日 平成29年3月30日 

条例第14号 条例第14号 

第1条 (略) 第1条 (略) 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

 (3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をい

う。 

(3)・(4) (略) (4)・(5) (略) 

(空家等の活用) (空家等の活用) 

第3条・第4条 (略) 第3条・第4条 (略) 

(外観調査) (外観調査) 

第5条 市長は、法第9条の規定による立入調査のほか、市の空家等対策の

推進に関し必要な調査として、空家等(特定空家等と認められる空家等

を除く。以下この項及び次条において同じ。)の外観の状況を把握する

ために、当該職員                 に空家等の敷地に立ち入らせ、空

家等の外観の調査(以下「外観調査」という。)を行わせることができる。 

第5条 市長は、法第9条の規定による立入調査のほか、市の空家等対策の

推進に関し必要な調査として、空家等(特定空家等と認められる空家等

を除く。以下この項及び次条において同じ。)の外観の状況を把握する

ために、当該職員又は委任した者に空家等の敷地に立ち入らせ、空家等

の外観の調査(以下「外観調査」という。)を行わせることができる。 

2 前項の規定により外観調査をしようとする当該職員               

    は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

は、これを提示しなければならない。 

2 前項の規定により外観調査をしようとする当該職員又は委任を受け

た者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

は、これを提示しなければならない。 

3 (略) 3 (略) 

第6条・第7条 (略) 第6条・第7条 (略) 

(弁明の機会の付与) (弁明の機会の付与) 

第8条 市長は、法               第22条第2項に規定する勧告をしよう

とする場合には、あらかじめ当該勧告に係る         特定

第8条 市長は、法第13条第2項又は第22条第2項に規定する勧告をしよう

とする場合には、あらかじめ当該勧告に係る管理不全空家等又は特定
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現行 改正案 

空家等の所有者等に、弁明の機会を付与するものとする。 空家等の所有者等に、弁明の機会を付与するものとする。 

(関係機関等との連携) (関係機関等との連携) 

第9条・第10条 (略) 第9条・第10条 (略) 

附 則 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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空家法改正による制度

法 管理不全空家等 法 特定空家等

法第１３条
（指導、勧告）

法第２２条
（指導・助言、勧告、命令、代執行）

指導 指導・助言

勧告

※固定資産税の特例解除

条例：弁明の機会の付与

勧告

※固定資産税の特例解除

条例：弁明の機会の付与

命令
代執行

行政
措置

事前
調査

条例 外観調査

条例：外観調査の段階で敷地への立入
を可能とするもの

職員のみ
職員

委任した者拡大

条例改正
特定空家等と
同様に弁明の
手続付加

条例改正
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